
緊急事態発生時の対応の基本的な流れ

事件・事故・災害発生

＜方 針＞

1．児童の安全確保、生命維持優先

2．冷静で的確な判断と指示

3．適切な対処と迅速正確な連絡、通報

発見者

・発生した事態や状況の把握

・不審者等の侵入防止、退去のための対応

・児童の安産確保

・傷病者の症状の確認

・応急手当

・協力要請や指示

・必要と判断したら速やかに１１０番通報
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保護者への連絡対応

学校医への連絡

教職員への対応

児童への指導

教育委員会への連絡

※迅速、誠意

※助言、協力、要請等

※職員連絡網

※共通理解

※冷静に

警察への連絡対応

報道機関への対応

その他必要な対応

※逐次速やかに

※協力要請他

※窓口の一本化

事実確認

役割分担

直ちに設置

警察や救急車の出動要請

通報

医療機関
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付添者は逐次状況報告

状況報告


